
技術資料等説明書

八代河川国道事務所管内における災害時等応急対策に関する基本協定（機械設備関係部門）について

は、この技術資料等説明書によるものとする。

１．公告日 令和６年２月２日

２．公告者 国土交通省九州地方整備局 八代河川国道事務所長 宗 琢万

八代市萩原町１丁目７０８－２

３．協定の概要等

公告 １（１）～（６）のとおり。

４．参加資格要件

公告 ２（１）～（８）のとおり。

５．協定締結参加資格の確認等

（１）本協定締結の参加希望者は、協定対象設備区分毎に４．に掲げる競争参加資格を有する事を証明

するため、次に掲げるところにより申請書及び技術資料等を提出し、参加資格の有無について確認

を受けなければならない。

なお、期限までに申請書及び技術資料等を提出しない者並びに参加資格がないと認められた者は、

本協定締結に参加する事ができない。

① 提出期間： 公告日から令和６年２月１９日(月)までの土曜日、日曜日

及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで

② 提出場所： 〒８６６－０８３１ 八代市萩原町１丁目７０８－２

国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 河川管理課

電話 ： ０９６５－３２－８１２０（河川管理課直通）

担当 ： 保全対策官 (内線４０１)

③ 提出方法： 持参又は郵送等 （郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限

る。提出期間内に必着。） により提出する。

（２）申請書、技術資料の作成要領及び留意事項

技術資料及び申請書の様式は、「八代河川国道事務所管内における災害時等応急対策に関する基

本協定（機械設備関係部門）」(様式－１)を参考に作成する。

①会社の代表印を押印する事。

②複数申請の場合は協定対象設備毎に作成する事。

（３）協定対象企業の通知

① 協定対象企業の通知： 令和６年３月８日（金）１７：００までに通知する。

６．非特定理由の説明

（１）特定しなかった旨の通知を受けた者は、当職に対して非特定理由について、次に従い書面により

説明を求めることができる。(様式は自由とする）



①提出期限：令和６年３月１５日(金）１７：００

②提出場所：５ （１） ②に同じ

③提出方法：ＦＡＸ又は持参、郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のもの

に限る。提出期間内に必着。） により提出する。

（注）ＦＡＸで提出した場合は、ＦＡＸ送信後、八代河川国道事務所河川管理課

へ電話で確認すること。

（２）当職は、説明を求められたときは令和６年３月２２日までに書面(ＦＡＸ)により回答する。

７．評価方法

（１）評価は、以下の方法で行う。

評価項目 評 価 内 容 評価点

①拠点の所在地 最寄りの拠点（派遣技術者が所属する営業所等）から最寄りの

事務所又は出張所までの到着時間に応じて評価する。 ３０

②工事又は点検整備 設備区分毎の工事実績は２件まで記載する。

の実績 評価は、１件毎に当事務所、九州地方整備局、国・公団等、地 ３０

方公共団体の順に評価する。

③災害協定の締結実 対象となる協定は、本公告１．（１）と同様な「災害時等応急

績 対策工事（機械設備関係）に関する基本協定」とし、過去５ヶ年 １０

度＋当該年度(平成３０年４月１日から当該公告日まで)の間に締

結したものの中から代表的な実績を１件記載する。

評価は、当事務所、九州地方整備局(港湾空港関係除く。)、国、

県、市町村の順に評価する。

④有資格技術者数 九州地方整備局管内に在籍する有資格技術者数を評価する。 ３０

（「別表－２設備区分毎の有資格技術者について」を参照）

８．本協定締結業者の特定及び通知

（１）技術資料を提出した者で７．（１）で評価した評価点の合計が５０点未満を非特定者とし、評価

点の合計が５０点以上の者が協定対象企業数を大幅に超えた場合は、評価点の合計が高い者から対

象企業を選定し、評価点合計が同じ場合には、評価項目①、②の合計が高い者から選定する。なお、

協定対象企業数を下回った場合は、この限りではない。

（２）技術資料を提出した者のうち、特定した者に対しては特定した旨を、特定しなかった者に対して

は特定しなかった旨及び特定しなかった理由（以下「非特定理由」という。）を文書により通知す

る。

９．その他

（１）提出及び技術資料の無効

本公告に示した参加資格に適合していない企業の提出、又は技術資料に虚偽の記載があった場合

は、無効とする。

（２） ヒアリングについて

提出された技術資料等に疑義が有る場合又は技術力の確認等が必要となった場合は、ヒアリン

グを実施する。ヒアリングの対象者は担当連絡者と協議し決定する。

① 日 時： ヒアリング日時は、必要に応じて連絡する。

② 場所等： ヒアリングは、電話により行う。

③ 内 容： 提出資料に基づき、質疑を行う。

（３）技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。



（４）当職は、提出された技術資料は参加資格の確認以外に使用しない。

（５）提出された技術資料は返却しない。


